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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載していな

い。 

２．売上高には消費税等は含まれていない。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第55期中及び第56期中の各中間会計期間並びに第54期

及び第55期は、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。また、第54

期中間会計期間は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

回次 第54期中 第55期中 第56期中 第54期 第55期 

会計期間 

自平成15年 
12月１日 
至平成16年 
５月31日 

自平成16年
12月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年
12月１日 
至平成18年 
５月31日 

自平成15年
12月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成16年 
12月１日 
至平成17年 
11月30日 

売上高（千円） 3,075,453 2,680,591 2,708,135 5,886,897 5,271,493

経常利益または損失（△）
（千円） 

1,658 △30,944 △22,806 △32,983 △28,251

中間（当期）純利益または純
損失（△）（千円） 

1,020 △36,744 △28,306 △228,161 △237,918

持分法を適用した場合の投資
利益または損失（△）  
（千円） 

△76 209 △187 △1,054 △4,088

資本金（千円） 1,384,000 1,384,000 1,384,000 1,384,000 1,384,000

発行済株式総数（千株） 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

純資産額（千円） 2,460,710 2,253,748 2,056,334 2,289,905 2,061,224

総資産額（千円） 4,756,143 4,519,639 4,300,906 4,891,623 4,389,719

１株当たり純資産額（円） 212.30 189.55 171.39 192.58 173.39

１株当たり中間（当期）純利
益金額または純損失金額(△)
（円） 

0.09 △3.09 △2.37 △19.49 △20.01

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円） 

－ － － － －

１株当たり中間（年間）配当
額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 51.7 49.9 47.8 46.8 47.0

営業活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

53,749 82,644 △180,159 207,880 139,525

投資活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

△51,750 △27,437 △27,745 △157,316 △348,502

財務活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

△108,343 △158,549 149,207 201,323 △391,436

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（千円） 

834,892 1,089,781 534,013 1,193,123 592,710

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

142 
（68）

131
（68）

118
（52）

138 
（67）

117
（64）



  

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関連会社１社（香川アサヒ株式会社））が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、当中間会計期間の平均雇用人員を（ ）内に外数で記載している。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  

  

  平成18年５月31日現在

従業員数（人） 118（52） 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善するとともに設備投資が増加し、また、雇用情勢も改善がみられ個

人消費も緩やかに回復するなど、総じて景気は回復基調で推移した。 

 住宅関連業界においても、新設住宅着工戸数は前年を上回る状況で推移するものの、企業間競争の激化と原油価格など諸資

材の高騰が続いている厳しい状況にある。 

当社としては、かかる情勢に対処すべく、経営組織における管理・営業・開発生産の３グループ制に組織をスリム化し、業務

の合理化を図り、経営効率の向上と収益力の強化に取り組んだ。販売面では新規取引先の開拓と主要取引先への接点の強化及び

主要品目の販売強化に重点を置いた営業展開を図った。生産面では前期に引き続き、生産効率向上による原価低減を図る生産展

開を行った。 

 その結果、売上高は2,708百万円と前年同期比1.0%の微増となったが、売上総利益は企業間競争の激化と諸資材の高騰を吸収

できず727百万円と前年同期比4.9%減少した。販売費及び一般管理費は物流費の増加に拘らず、人員の適正化と業務の合理化に

より736百万円となり前年同期比8.7%減少したが、経常損失及び中間純損失がそれぞれ23百万円（前年同期31百万円）、28百万

円（前年同期37百万円）余儀なく計上することとなった。 

  

 事業の種類別の状況は次のとおりである。 

衛生機器 

 住宅市場の厳しい市場価格競争の中で、売上高は1,483百万円（前年同期比2.0%増加）となった。内訳では水洗便器セット、

附属器具などの増加によるものである。 

洗面機器 

 企業間競争の激化の中で、売上高は1,225百万円（前年同期比0.1%減少）となった。内訳では洗面化粧台、天板などの減少に

よるものである。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は前中間会計期間末より556百万円減少し534

百万円となった。 

 当中間会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は180百万円（前年同期83百万円の収入）となった。これは主に売上債権が97百万円増加したこ

とと仕入債務が46百万円減少したこと並びに前事業年度未払退職金の支払い119百万円によるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は28百万円（前年同期27百万円の支出）となった。これは主に有形固定資産取得による支出20

百万円及び投資有価証券の取得による支出27百万円並びに長期貸付金の回収による収入19百万円によるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は149百万円（前年同期159百万円の支出）となった。これは主に長期借入金の純増加額122百万

円及び自己株式売却による収入27百万円によるものである。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業の種類別に示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は販売価格によっている。 

２．上記の金額には、外注製品受入高を含んでいる。 

３．上記の金額には、消費税等は含んでいない。 

  

(2）仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は販売価格によっている。 

２．上記の金額には、消費税等は含んでいない。 

  

(3）受注状況 

 当社は大部分が見込み生産を行っているため、受注の状況については記載を省略した。 

  

(4）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりである。 

 （注）１．最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりである。なお

前中間会計期間においては当該割合が100分の10以上の相手先はない。 

２．上記の金額には、消費税等は含んでいない。 

事業の種類別 
当中間会計期間

（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年５月31日） 

前年同期比（％） 

衛生機器（千円） 709,396 △11.6 

洗面機器（千円） 789,282 △6.9 

合計（千円） 1,498,678 △9.2 

事業の種類別 
当中間会計期間

（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年５月31日） 

前年同期比（％） 

衛生機器（千円） 702,293 5.1 

洗面機器（千円） 408,449 0.2 

合計（千円） 1,110,742 3.3 

事業の種類別 
当中間会計期間

（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年５月31日） 

前年同期比（％） 

衛生機器（千円） 1,483,147 2.0 

洗面機器（千円） 1,224,988 △0.1 

合計（千円） 2,708,135 1.0 

相手先 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
  至 平成18年５月31日） 

金額（千円） 割合（％）

東建ナスステンレス株式会社 302,991 11.2 



３【対処すべき課題】 

 当社は第51期より第55期までのうち第53期を除き継続的に営業損失を計上しており、当中間会計期間においても、同業他社の

市場価格競争の激化と原油価格など諸資材の高騰が続いている厳しい状況下で９百万円の営業損失を計上した。 

 当社は当該状況を解消し、営業利益の確保を図るために、 

この下期において 

①主要取引先への接点の強化と主要品目の販売の強化 

②継続的なコストダウン 

③値上げ要請 

④販売費及び一般管理費の削減 

第57期及び第58期において 

①衛陶工場成形合理化設備の投資 

②新規取引先の開拓による売上高及び生産高の増強 

③新商品の開発（水洗便器、温水洗浄便座、洗面化粧台） 

④継続的なコストダウン 

⑤経費の削減 

に努めることにより、利益を安定的かつ計画どおりに計上できる体質への転換を図っていく。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 特記事項はない。 

  

５【研究開発活動】 

 当社は「顧客満足」を最優先に「快適なくらし」、「豊かさ」が実感できる住環境を実現することを基本理念として、省施

工・省エネルギー・環境保護・高齢化対応等のユーザーニーズや販売環境の変化に対応した水回り商品の開発とコスト低減・多

品種少量生産への対応のための技術開発・海外生産体制の整備を積極的に進めている。 

  

(1）衛生機器 

 便器や便座の高機能化，省エネ(節水・節電)を中心とした性能や機能の向上，便器の省施工技術の開発を中心に取り組んで

いる。 

当中間会計期間の主な取り組みは次の通りである。 

①省エネルギー・節水型水洗便器の開発 

②便器の工事を容易にした省施工型水洗便器の開発 

③トイレルーム用デザインカウンターの開発 

④省エネ型暖房便座の開発 

⑤リモコン式温水洗浄便座の開発 

  

(2）洗面機器 

 高級洗面器(ＭＡＥＳＴＲＯ)とこれを用いた高級洗面化粧台(ＭＡＴＩＺ)を規格化した新しい750幅洗面化粧台(ＡＵＲＡ・

ＥＡＲＬ)の開発と販売を中心に，特徴ある製品の開発を進めている。 

当中間会計期間の主な取り組みは次の通りである。 

①高級洗面器(ＭＡＥＳＴＲＯ)と陶器製天板(ＭＡＴＩＺ)を用いた規格型中級洗面化粧台(ＡＵＲＡ)の開発 

②陶器製のボウル・天板一体型ＭＡＥＳＴＲＯを用いた洗面化粧台台(ＥＡＲＬ)の開発 

③ボウル付人工大理石カウンターの開発 

④新型洗面器・角型アンダーボウルの開発 

  

 なお、当中間会計期間の研究開発費は69,918千円である。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、該当事項はない。 

  

  



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 48,000,000 

計 48,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年５月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年８月31日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 12,000,000 12,000,000
大阪証券取引所
（市場第二部） 

－ 

計 12,000,000 12,000,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年12月１日～
平成18年５月31日 

－ 12,000,000 － 1,384,000 － 346,540



(4）【大株主の状況】 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式（その他）には、証券保管振替機構名義の株式7,000株（議決権の数７個）が含まれている。 

    平成18年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

西岡 進 東京都港区 1,954 16.28 

アサヒ衛陶取引先持株会 大阪府堺市美原区小平尾451番地 943 7.86 

プラネット株式会社 東京都港区六本木一丁目４番30号 449 3.74 

株式会社菱和ファイナンス 東京都渋谷区道玄坂一丁目16番15号 400 3.33 

丹司 克 大阪市住吉区 371 3.09 

香川アサヒ株式会社 香川県東かがわ市横内235番地 314 2.62 

丹司 華子 大阪市住吉区 290 2.42 

丹司 善男 大阪市住吉区 241 2.01 

クレデイツト スイス ガーン
ジー リミテツド 
（常任代理人 株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行） 

P.O.BOX 368,HELVETIA COURT,SOUTH 
ESPLANADE,ST PETER PORT GUE-RNSEY, 
CHANNEL ISLAND 
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 

240 2.00 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 195 1.63 

計 － 5,397 44.98 

  平成18年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   2,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,954,000 11,954 － 

単元未満株式 普通株式  44,000 － － 

発行済株式総数 12,000,000 － － 

総株主の議決権 － 11,954 － 



②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

    平成18年５月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

アサヒ衛陶株式会
社 

大阪府堺市美原区
小平尾451番地 

2,000 － 2,000 0.02 

計 － 2,000 － 2,000 0.02 

月別 平成17年12月 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

最高（円） 310 290 257 239 248 220 

最低（円） 257 233 200 208 207 170 



第５【経理の状況】 

  

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 前中間会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間

（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の

中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年12月１日から平成17年５月31日まで）及び当中間

会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けてい

る。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がないので、中間連結財務諸表は作成していない。 

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   1,139,781  534,013 592,710  

２．受取手形 ※２ 707,616  840,962 627,142  

３．売掛金   648,514  642,599 759,102  

４．たな卸資産   548,422  502,126 574,704  

５．その他   58,350  45,156 66,674  

貸倒引当金   △15,400  △2,900 △4,600  

流動資産合計    3,087,283 68.3 2,561,956 59.6  2,615,732 59.6

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※1.2     

(1）建物   542,134  678,767 693,361  

(2）機械及び装置   217,106  203,536 219,787  

(3）土地   368,181  540,167 537,805  

(4）その他   130,434  125,257 130,539  

計   1,257,855  1,547,727 1,581,492  

２．無形固定資産   45,210  35,092 40,151  

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   44,723  82,060 60,639  

(2）その他   174,929  137,275 155,116  

貸倒引当金   △90,361  △63,204 △63,411  

計   129,291  156,131 152,344  

固定資産合計    1,432,356 31.7 1,738,950 40.4  1,773,987 40.4

資産合計    4,519,639 100.0 4,300,906 100.0  4,389,719 100.0

        



    
前中間会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形   129,436  43,077 44,895  

２．買掛金   161,890  237,926 281,907  

３．短期借入金   847,172  844,386 824,014  

４．未払法人税等   10,196  9,168 20,131  

５．賞与引当金   8,700  3,700 3,760  

６．その他   155,399  152,058 295,327  

流動負債合計    1,312,793 29.0 1,290,315 30.0  1,470,034 33.5

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   796,220  688,713 586,828  

２．繰延税金負債   1,735  5,371 7,727  

３．退職給付引当金   60,777  173,560 179,228  

４．役員退職慰労引当
金 

  29,108  33,545 31,225  

５．預り営業保証金   65,258  53,068 53,453  

固定負債合計    953,098 21.1 954,257 22.2  858,461 19.5

負債合計    2,265,891 50.1 2,244,572 52.2  2,328,495 53.0

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    1,384,000 30.6 － －  1,384,000 31.5

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   346,540  － 346,540  

２．その他資本剰余金   565,718  － 565,718  

（1）資本準備金減少  
   差益 

  547,118  － 547,118  

（2）自己株式処分差 
   益 

  18,600  － 18,600  

資本剰余金合計    912,258 20.2 － －  912,258 20.8

Ⅲ 利益剰余金       

１．中間（当期）未処
理損失 

  36,744  － 237,918  

利益剰余金合計    △36,744 △0.8 － －  △237,918 △5.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,603 0.1 － －  11,590 0.3

Ⅴ 自己株式    △8,369 △0.2 － －  △8,706 △0.2

資本合計    2,253,748 49.9 － －  2,061,224 47.0

負債資本合計    4,519,639 100.0 － －  4,389,719 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 1,384,000 32.2  － －

２．資本剰余金       

(1）資本準備金   －  346,540 －  

(2）その他資本剰余
金 

  －  346,297 －  

資本剰余金合計    － － 692,837 16.1  － －

３．利益剰余金       

(1）その他利益剰余
金 

      

繰越利益剰余金   －  △28,306 －  

利益剰余金合計    － － △28,306 △0.7  － －

４．自己株式    － － △253 △0.0  － －

株主資本合計    － － 2,048,278 47.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － － 8,056 0.2  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 8,056 0.2  － －

純資産合計    － － 2,056,334 47.8  － －

負債、純資産合計    － － 4,300,906 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    2,680,591 100.0 2,708,135 100.0  5,271,493 100.0

Ⅱ 売上原価    1,916,125 71.5 1,980,910 73.1  3,726,753 70.7

売上総利益    764,466 28.5 727,225 26.9  1,544,740 29.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   806,913 30.1 736,404 27.2  1,588,821 30.1

 営業損失    42,447 1.6 9,179 0.3  44,081 0.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  37,763 1.4 18,138 0.7  73,847 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  26,260 1.0 31,765 1.2  58,017 1.1

経常損失    30,944 1.2 22,806 0.8  28,251 0.5

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  42,000 0.8

Ⅶ 特別損失 ※４  － － － －  240,167 4.6

税引前中間（当
期）純損失 

   30,944 1.2 22,806 0.8  226,418 4.3

法人税、住民税及
び事業税 

  5,800  5,500 11,500  

法人税等調整額   － 5,800 0.2 － 5,500 0.2 － 11,500 0.2

中間(当期)純損失    36,744 1.4 28,306 1.0  237,918 4.5

前期繰越利益    － －  － 

中間(当期)未処理
損失 

   36,744 －  237,918 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成17年12月１日 至平成18年５月31日） 

  

  

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

平成17年11月30日 残高 
（千円） 

1,384,000 346,540 565,718 912,258 △237,918 △237,918 △8,706 2,049,634

中間会計期間中の変動額    

その他資本剰余金の取崩し 
（千円） 

  △237,918 △237,918 237,918 237,918  －

中間純利益（千円）   △28,306 △28,306  △28,306

自己株式の処分（千円）   18,497 18,497 8,453 26,950

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

  △219,421 △219,421 209,612 209,612 8,453 △1,356

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

1,384,000 346,540 346,297 692,837 △28,306 △28,306 △253 2,048,278

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年11月30日 残高 
（千円） 

11,590 11,590 2,061,224

中間会計期間中の変動額  

その他資本剰余金の取崩し 
（千円） 

 －

中間純利益（千円）  △28,306

自己株式の処分（千円）  26,950

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

△3,534 △3,534 △3,534

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△3,534 △3,534 △4,890

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

8,056 8,056 2,056,334



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日）

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税引前中間（当期）
純損失 

  △30,944 △22,806 △226,418 

減価償却費   61,128 67,430 127,933 

貸倒引当金の減少額   △2,829 △1,907 △40,579 

賞与引当金の減少額   △1,300 △60 △6,240 

退職給付引当金の増
加額（△減少額） 

  20,430 △5,669 138,881 

役員退職慰労引当金
の増加額（△減少
額） 

  △1,695 2,320 422 

受取利息及び受取配
当金 

  △1,502 △1,067 △2,811 

支払利息   13,825 13,545 26,875 

売上債権の減少額
（△増加額） 

  222,353 △97,317 192,239 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

  10,899 72,577 △15,383 

仕入債務の減少額   △138,882 △45,799 △103,406 

その他 ※２ △44,937 △137,362 83,620 

小計   106,546 △156,115 175,133 

利息及び配当金の受
取額 

  1,502 1,067 2,811 

利息の支払額   △13,825 △13,545 △26,875 

法人税等の支払額   △11,579 △11,566 △11,544 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  82,644 △180,159 139,525 



  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日）

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金解約による
収入 

  － － 50,000 

有形固定資産の取得
による支出 

  △43,213 △19,856 △433,139 

投資有価証券の取得
による支出 

  △890 △27,311 △1,828 

長期貸付金の貸付に
よる支出 

  △4,000 － △4,000 

長期貸付金の回収に
よる収入 

  15,771 18,814 35,550 

その他   4,895 608 4,915 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △27,437 △27,745 △348,502 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の返済に
よる支出 

  △100,000 － △100,000 

長期借入れによる収
入 

  200,000 350,000 200,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △258,435 △227,743 △490,985 

自己株式売却による
収入 

  － 26,950 － 

その他   △114 － △451 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △158,549 149,207 △391,436 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
減少額 

  △103,342 △58,697 △600,413 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,193,123 592,710 1,193,123 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 1,089,781 534,013 592,710 

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

──────  当社は第51期より第55期までのうち第53
期を除き継続的に営業損失を計上してい
る。また、当中間会計期間においても、同
業他社の市場価格競争の激化と原油価格な
ど諸資材の高騰が続いている厳しい状況下
で９百万円の営業損失を計上した。 
 当該状況により、継続企業の前提に重要
な疑義が存在している。 
 当社は当該状況を解消し、営業利益の確
保を図るために、 
この下期において 
①主要取引先への接点の強化と主要品目の
販売の強化 
②継続的なコストダウン 
③値上げ要請 
④販売費及び一般管理費の削減 

 当社は前々事業年度を除き継続的に営業

損失を計上している。 
 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在している。 
 当社は当該状況を解消し営業利益の黒字

化を達成させるため、第56期から第60期ま

での５ヵ年中期経営計画（ＯＰ－５）によ

る人員の適正化、事業所コストの削減と新

商品の投入、顧客本位の商品開発などによ

り、売上高経常利益率5%の達成に向けて進

めていく。財務諸表は継続企業を前提とし

て作成しており、このような重要な疑義の

影響を財務諸表には反映していない。 

  第57期及び第58期において

  ①衛陶工場成形合理化設備の投資

  ②新規取引先の開拓による売上高及び生産
高の増強 

  ③新商品の開発（水洗便器、温水洗浄便
座、洗面化粧台） 

  ④継続的なコストダウン

  ⑤経費の削減 
  に努めることにより、利益を安定的かつ計

画どおりに計上できる体質への転換を図っ
ていく。 
 中間財務諸表は継続企業を前提として作
成されており、このような重要な疑義の影
響を中間財務諸表には反映していない。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）たな卸資産 (1）たな卸資産 (1）たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕掛品、

貯蔵品について何れも先入先出

法による原価法 

同左 同左 

  (2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券 

  関連会社株式 関連会社株式 関連会社株式 

   移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

 中間決算日の市場価格等に
基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法に
より算定） 

 期末日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は全部資
本直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算
定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 同左 

  (3）デリバティブ (3）デリバティブ (3）デリバティブ 

   時価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法 

 但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法 

主な耐用年数 

建物・構築物  ３～50年 

機械及び装置  ４～13年 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

いる。 

同左 同左 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   中間期末現在に有する売掛債

権等の貸倒れによる損失に備え

るために、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上している。 

同左  期末現在に有する売掛債権等

の貸倒れによる損失に備えるた

めに、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上している。 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員賞与の支給に備えるた

めに、賞与支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上してい

る。 

同左  従業員賞与の支給に備えるた

めに、翌期支給予定額のうち当

期に属する支給対象期間見合額

を計上している。 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び中小企業退職金共

済制度による退職金の支給見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上している。 

 なお、会計基準変更時差異

（417,143千円）については、

10年による按分額を費用処理し

ている。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び中小企業退職金共

済制度による退職金の支給見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上している。 

 退職給付引当金については従

来、会計基準変更時差異を10年

による按分額を費用処理してお

り、前中間会計期間においても

年間按分額の１／２を処理して

いたが、前事業年度の期末日に

おいて多数の早期退職者が発生

したことにより、期末における

未認識会計基準変更時差異が実

態に合致しなくなったことか

ら、未処理額全額を一括費用処

理する方法に変更した。この結

果、前中間会計期間は前事業年

度と同じ一括費用処理した場合

に比べ、特別損失が229,429千

円少なく計上され、税引前当期

純損失は同額少なく計上されて

いる。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び中小企業退職金共

済制度による退職金の支給見込

額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計

上している。 

 なお、会計基準変更時差異の

未処理額については、当期末に

一括して費用処理している。 

    （会計処理の変更） 

     退職給付引当金については従

来、会計基準変更時差異を10年

による按分額を費用処理してい

たが、当期末において未処理額

全額を一括費用処理する方法に

変更した。 

 この変更は、退職給付会計基

準の適用初年度に在籍した従業

員がその後大量に退職し、当期

末においても多数の早期退職者

が発生したことにより、期末に

おける未認識会計基準変更時差

異が実態に合致しなくなったこ

とから、財務体質の健全化のた

めに行ったものである。 

 この変更に伴い、会計基準変

更時差異（208,572千円）の一

括費用処理を特別損失に計上し

ており、従来の方法によった場

合と比べ、税引前当期純損失は

208,572千円増加している。 

 上記に記載のとおり、従業員

の人員削減が当下半期に行われ

たため、当中間期は従来の方法

によっている。従って、当中間

期は変更後の方法によった場合

に比べ、特別損失が229,429千

円少なく計上され、税引前当期

純損失は同額少なく計上されて

いる。 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労金の支払に備え

るために、内規に基づく当中間

会計期間末において発生してい

る額を計上している。 

同左  役員退職慰労金の支払に備え

るために、内規に基づく期末要

支給額を計上している。 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなる。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理方法  消費税等の会計処理方法  消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税につい

ては、税抜方式によっている。 

 なお、仕入等に係る仮払消費

税等と売上等に係る仮受消費税

等とを相殺し、差額を流動負債

「その他」に含めて表示してい

る。 

同左  消費税及び地方消費税につい

ては、税抜方式によっている。 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準）   

─────  当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用している。これによる損

益に与える影響はない。 

───── 

  （役員賞与に関する会計基準）   

─────  当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用している。なお、同

会計基準の適用に伴う影響はない。 

───── 

  （中間貸借対照表の「純資産の部」表示）   

─────  当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

している。なお、同会計基準の適用に伴う

影響はない。 

───── 



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

法人事業税の外形標準課税制度   外形標準課税 

 当中間会計期間から外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、法人事業税のうち

付加価値割及び資本割については販売費及

び一般管理費に計上している。 

 この結果、販売費及び一般管理費は4,300

千円増加し、営業損失、経常損失及び税引

前中間純損失が4,300千円それぞれ増加して

いる。 

───── 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以後に開始す

る事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）に従い、法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上している。この結

果、販売費及び一般管理費は 8,500千円増

加し、営業損失、経常損失及び税引前当期

純損失が同額増加している。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

  項目 
前中間会計期間末
（平成17年５月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年５月31日） 

前事業年度末 
（平成17年11月30日） 

※１ 
  
有形固定資産の減価償却累計

額 

  
（千円）

2,847,646 

（千円）

2,860,125 

（千円）

2,814,291 

※２ 担保資産 （千円） （千円） （千円） 

  
  
受取手形 

建物 

土地 

合計 

  
201,794 

534,115 

347,361 

1,083,270 

208,700 

671,484 

519,347 

1,399,531 

200,894 

513,741 

347,361 

1,061,996 

  上記担保資産に対応する債務       

  
  
短期借入金 

長期借入金 

合計 

  
847,172 

796,220 

1,643,392 

844,386 

688,713 

1,533,099 

824,014 

586,828 

1,410,842 

 ３ 保証債務 香川アサヒ㈱の金融機関からの

借入金に対して168,009千円の

債務保証を行っている。 

香川アサヒ㈱の金融機関からの

借入金に対して13,098千円の債

務保証を行っている。 

香川アサヒ㈱の金融機関からの

借入金に対して14,526千円の債

務保証を行っている。 



（中間損益計算書関係） 

  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)普通株式の自己株式数の減少110,000株は、取締役会の決議により処分を行ったものである。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はない。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はない。 

  

  項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

※１ 営業外収益のうち重要項目 （千円） （千円） （千円） 

  受取利息 1,242 807 2,326 

  受取賃貸料収入 13,193 2,563 22,867 

  試作品補償金収入 2,250 131 3,907 

  貸倒引当金戻入額 4,200 1,907 － 

※２ 営業外費用のうち重要項目 （千円） （千円） （千円） 

  支払利息 13,825 13,545 26,875 

※３ 特別利益のうち重要項目 （千円） （千円） （千円） 

   貸倒引当金戻入額 － － 42,000 

※４ 特別損失のうち重要項目 （千円） （千円） （千円） 

  退職給付会計基準変更時差

異償却額 

－ － 208,572 

  特別退職金 － － 31,595 

 ５ 減価償却実施額 （千円） （千円） （千円） 

  有形固定資産 56,069 62,371 117,815 

  無形固定資産 5,059 5,059 10,118 

  前事業年度末株式数 
当中間会計期間
増加株式数 

当中間会計期間
減少株式数 

当中間会計期間末株式数

発行済株式  

 普通株式 12,000,000株 ─ 株 ─ 株 12,000,000株

自己株式  

 普通株式 (注) 112,194株 ─ 株 110,000株 2,194株



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成17年５月31日現在） （平成18年５月31日現在） （平成17年11月30日現在） 
  
  （千円）

現金及び預金勘定 1,139,781 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△50,000 

現金及び現金同等物 1,089,781 

  

  

  （千円）

現金及び預金勘定 534,013 

現金及び現金同等物 534,013 

  

    

  （千円）

現金及び預金勘定 592,710 

現金及び現金同等物 592,710 

  ※２ うち、前事業年度未払退職金の支払   

  
  
  （千円）

  118,827 

  



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械及び装置 121,151 52,219 68,932

工具器具及び
備品 

87,935 48,844 39,091

合計 209,086 101,063 108,023

  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械及び装置 121,151 66,210 54,941

工具器具及び
備品 

53,640 38,740 14,900

合計 174,791 104,950 69,841

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械及び装置 121,151 59,214 61,937

工具器具及び
備品 

87,934 61,213 26,721

合計 209,085 120,427 88,658

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

いる。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

  （千円）

１年内 38,182 

１年超 69,841 

合計 108,023 

  
  （千円）

１年内 28,891 

１年超 40,950 

合計 69,841 

  （千円）

１年内 34,752 

１年超 53,906 

合計 88,658 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

めるその割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占めるその割合

が低いため、支払利子込み法により

算定している。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

  （千円）

支払リース料 19,365 

減価償却費相当額 19,365 

  
  （千円）

支払リース料 18,817 

減価償却費相当額 18,817 

  （千円）

支払リース料 38,730 

減価償却費相当額 38,730 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

同左 同左 

  （減損損失について）   

  リース資産に配分された減損損失はない。   



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年５月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注)減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以下に下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性等を考慮して必要な場合減損処理を行うこととしている。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 40,385 44,723 4,338 

(2）債券 － － － 

① 国債・地方債等 

② 社債 

③ その他 

(3）その他 － － － 

小計 40,385 44,723 4,338 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 0 

合計 0 



当中間会計期間末（平成18年５月31日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注)減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以下に下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性等を考慮して必要な場合減損処理を行うこととしている。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 68,633 82,060 13,427 

(2）債券 － － － 

① 国債・地方債等 

② 社債 

③ その他 

(3）その他 － － － 

小計 68,633 82,060 13,427 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 0 

合計 0 



前事業年度末（平成17年11月30日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以下に下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程

度下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性等を考慮して必要な場合減損処理を行うこととしている。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 41,322 60,639 19,317 

(2）債券 － － － 

① 国債・地方債等 

② 社債 

③ その他 

(3）その他 － － － 

小計 41,322 60,639 19,317 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 0 

合計 0 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年５月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）評価損19,384千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上している。 

  

当中間会計期間末（平成18年５月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）評価損11,720千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上している。 

  

前事業年度末（平成17年11月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）評価損6,236千円はデリバティブ債務であり、流動負債「その他」に含めて計上している。 

  

  

  次へ 

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 時価（千円） 評価損益(千円)

通貨 通貨スワップ取引 

  米ドル（受取） 3,600千ドル 1,380千ドル
△19,384 △19,384 

  日本円（支払） 434,160千円 150,420千円

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 時価（千円） 評価損益(千円)

通貨 通貨スワップ取引 

  米ドル（受取） 3,600千ドル 1,200千ドル
△11,720 △11,720 

  日本円（支払） 434,160千円 130,800千円

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 時価（千円） 評価損益(千円)

通貨 通貨スワップ取引 

  米ドル（受取） 3,600千ドル 1,290千ドル
△6,236 △6,236 

  日本円（支払） 434,160千円 140,610千円



（持分法損益等） 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

関連会社に対する投資の
金額（千円） 

0 0 0 

持分法を適用した場合の
投資の金額（千円） 

0 0 0 

持分法を適用した場合の
投資利益の金額（千円） 

209 △187 4,088 



（１株当たり情報） 

  

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はない。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

  

１株当たり純資産額 189.55円

１株当たり中間純損失
金額 

3.09円

  

１株当たり純資産額 171.39円

１株当たり中間純損失
金額 

2.37円

１株当たり純資産額 173.39円

１株当たり当期純損失
金額 

20.01円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載していな

い。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

中間（当期）純損失（千円） 36,744 28,306 237,918 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失
（千円） 

36,744 28,306 237,918 

期中平均株式数（株） 11,890,044 11,950,663 11,889,201 



(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 

  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第55期）（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日）平成18年２月27日近畿財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はない。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

    平成17年８月25日

アサヒ衛陶株式会社       

        

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

  公認会計士 松山 康二  印 
業務執行社員

  
指定社員 

  公認会計士 横山 富雄  印 
業務執行社員

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているア

サヒ衛陶株式会社の平成16年12月１日から平成17年11月30日までの第55期事業年度の中間会計期間（平成16年12月１

日から平成17年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、アサヒ衛陶株式会社の平成17年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16

年12月１日から平成17年５月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

    平成18年８月25日

アサヒ衛陶株式会社       

        

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

  公認会計士 岩﨑 和文  印 
業務執行社員

  
指定社員 

  公認会計士 横山 富雄  印 
業務執行社員

  
指定社員 

  公認会計士 増田  豊  印 
業務執行社員

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているア

サヒ衛陶株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30日までの第56期事業年度の中間会計期間（平成17年12月１

日から平成18年５月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、アサヒ衛陶株式会社の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年12月１日から平成18年５月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に営業損失を計上している状況にあり、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。 
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